
情報セキュリティ基本方針

一般社団法人全日本合唱連盟（以下、「本連盟」）は、情報の適切な管理を重要な課題として認識し、事業活

動のために利用する情報資産にかかる、盗難、改ざん、破壊、不正アクセス、情報漏えい、などの事故を防

止し、情報セキュリティを確保するために、次のとおり情報セキュリティ基本方針 （以下「本方針」とい

う。）を定めます。本連盟は、本方針に基づき、情報セキュリティを確保し、業務を遂行します。

１. 理事会の責任

本連盟は、理事会の責任において組織的かつ継続的に情報セキュリティの改善・向上に努めます。

２. 体制の整備

本連盟は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、情報セキュリティ対策を本連盟の

正式な規程として定めます。

３. 役員及び職員の取組み

本連盟の役員及び職員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、技術を習得し、情報セキュリ

ティへの取り組みを確かなものにします。

４. 法令及び契約上の要求事項の遵守

本連盟は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の義務を遵守するとともに、関係者の

期待に応えます。

５. 違反及び事故への対応

本連盟は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が発生した場合には適切に対処し、

再発防止に努めます。
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